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空家は放置すれば負の遺産 活用すれば地域の宝

空家等対策の促進に関する
連携協定書の締結について



A, 376, 
32%

B, 327, 
28%

C, 189, 
16%

D, 39, 
3%

E, 13,
1%

不明, 236,
20%

2

１ 空家の現状

○市内の空家等の数は、有効活用や適正管理の促進に取組んできたこともあり、近年は横ばいとなっています
が、依然として1,178戸の空家等が存在しています。
○老朽度判定別空家戸数（令和２年度）を見ると、約80％は活用可能な空家等である一方で、約４％
は危険な空家等であることが分かりました。

A … 目立った損傷は認められない。
B … 部分的な損傷はあるが、危険な損傷は認められない。
C … 部分的に危険な損傷が認められる。
D … 建築物全体に危険な損傷が認められ、放置すれば倒壊の

危険性が高まると考えられる。
E … 建築物全体に危険な損傷が激しく、倒壊の危険性が考えられる。
不明 … 自治会確認の結果、新たに空家と判定された物件

【空家等戸数の推移】
（単位：戸）

（単位：戸）

【老朽度判定別の空家等戸数】

出所：空家等実態調査結果（令和２年度）

767
807 836

1,180

730

240

（１）市内の空家等の状況

1,170

※平成19年度から30年度および令和３年度、４年度は、自治会アンケート調査の結果
※令和２年度は、令和元年度から令和２年度の２か年で実施した空家等実態調査の結果

1,178



H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 合
計

R4末
登録数

物件
登録数 24 25 29 22 29 30 50 39 25 273 68

希望者
登録数 26 64 55 50 59 84 85 104 100 627 234

成約
物件数 3 16 16 9 11 29 19 26 24 153 ―
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１ 空家の現状
（２）空家等に対する指導と活用の状況
【空家等に対する指導状況】

（単位：件）

※令和５年４月1日現在

管理不全空家
への苦情・相談

特定空家等
認定数

うち、解決数

山東地域 44 8 4
伊吹地域 11 1 0
米原地域 88 4 2
近江地域 30 3 3
合 計 173 16 9

○市の空家バンクの登録物件は
70戸前後ですが、利用希望者の
登録は200世帯を超えており、成
約件数においては、県内の空家バ
ンクの中でトップクラスの実績を上げ
ています。

（単位：件）

【空家バンク活用状況】

○空家等の管理不全に対する苦情や相談は年々増加傾向にあり、これまでの相談件数のうち、約半数は
引き続き指導中となっています。
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２ 協定締結の目的と概要
（１）協定締結の目的

（２）協定に基づく連携事項

○本市では、空家等の有効活用や適正管理の啓発・促進など総合的な空家対策に取組んでいますが、人
口減少や高齢化を背景として今後も空家等の発生が見込まれる中、さらなる空家対策の推進が必要です。
○株式会社ＮＥＯ（本社：東京都調布市、米原支社：米原市米原）においては、首都圏を中心にリ
フォーム業と不動産業を展開されており、また、米原市内においては、空家を改修したシェアオフィス
（MAIBARA EAST01）の運営や、古民家を改修した１棟貸切の宿泊施設（春テラス）の運営などに取
組まれており、空家の有効活用に関連する専門的なノウハウを有しています。
○今回の連携協定を契機として、米原市と株式会社ＮＥＯが連携し、空家等の所有者や活用希望者に対
する、有効活用や適正管理に向けた様々なサービスを提供する体制を構築することで、本市の空家対策のさ
らなる推進を図ります。

①空家等の所有者、活用希望者等の空家等関
係者に対するサービスや情報等の提供に関すること
②市内空家等の有効活用に向けた県外への情報
発信に関すること
③本協定に基づく取組の市民や空家等関係者へ
の周知に関すること

米原市の空家対策
事業のサポート

所有者・活用希望
者等のサポート

【協定に基づく取組の概要】

地域活性化の取組
持続的な活動
の展開

×



〇市では空家の解体撤去費用を少しでも抑えられるように、平成30年４月に市内の木材リサイクル会社であ
る山室木材工業（株）と、「空家等の除却および再資源化等の促進に関する協定書」を締結しました。
〇この協定により、市内の空家等から発生した木材廃棄物の処分を、山室木材工業（株）に依頼した場合、
無償または特別価格で処分していただけることとなりました。
〇回収された木材は、紙製品へのリサイクルや、バイオマス発電の燃料として利用されます。
山室木材工業（株）TEL：0749-57-0101

（１）山室木材工業株式会社との連携協定
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【参考】 本市におけるその他の連携協定

平成30年４月 連携協定書締結（米原市役所）



【参考】 本市におけるその他の連携協定
（２）一般社団法人 古民家再生協会滋賀との連携協定
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平成30年９月 連携協定書締結（米原市役所）

○空家が増加する一方で、社会全体の古民家に対する価値が見直されつつあり、地域活性化の鍵になると期
待されています。そこで、特定空家等の発生を抑制するとともに、本市への移住定住の促進と地域コミュニティの活
性化を図ることを目的に、平成30年９月に古民家（空家）の有効活用に関する専門的なノウハウを有する、
（一社）古民家再生協会滋賀と連携協定を締結しました。
○（一社）全国古民家再生協会では、古民家ツーリズム推進にむけて、平成30年９月22日に㈱JTBと包括
協定を締結し、ロングステイ財団とも業務提携し、その強化地域に、全国で米原市と長浜市を指定されました。
○当該連携協定に基づき、①空家・古民家を活用した地域活性化策の推進、②空家バンクの機能強化、③情
報発信を連携して進めています。
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※平成30年２月1日現在※平成30年4月1日現在

R1.10.19 参加者20人 R4.２.19 参加者15人

人口減少や東京一極集中などを背景として、空家は全国的に増加を続けており、その対策の一つとして、2021年４月の民法等
の改正による、相続登記の義務化（2024年までに施行予定）が予定されています。そこで、滋賀県や専門家と連携してその周
知を図るとともに、相続登記を含めた空家に関する様々な悩みを解決する相談会を開催することで、空家に関する課題意識を醸
成するとともに、空家の発生抑制と利活用の促進を図りました。

【参考】 本市におけるその他の連携協定
（２）一般社団法人 古民家再生協会滋賀との連携協定



（３）株式会社クラッソーネとの連携
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○本市への空家等に関する苦情・相談は年々増加傾向にありますが、相談案件のうち、約半数は解決に至って
おらず、粘り強く指導等を続けているのが現状です。解決に至らない主な要因は、解体費用の負担が大きいことが
挙げられます。また、所有者からは、解体費用がどれだけかかるか分からない、解体事業者の探し方が分からない、
家財道具の処分をどのように進めれば良いか分からないといった相談が寄せられています。
〇そこで、空家等の除却に対するノウハウを有する株式会社クラッソーネと連携することで、周辺住民に悪影響を
及ぼす空家等の除却を促進するため、令和４年３月に連携協定を締結しました。

【参考】 本市におけるその他の連携協定



（４）株式会社ジチタイアドとの連携

9

○本市への空家等に関する苦情・相談は年々増加傾
向にありますが、相談案件のうち、約半数は解決に至っ
ておらず、粘り強く指導等を続けているのが現状です。解
決に至らない主な要因は、解体費用の負担が大きいこ
とが挙げられます。また、所有者からは、解体費用がどれ
だけかかるか分からない、解体事業者の探し方が分から
ない、家財道具の処分をどのように進めれば良いか分か
らないといった相談が寄せられています。
〇そこで、空家等の除却に対するノウハウを有する株式
会社ジチタイアドと連携することで、周辺住民に悪影響
を及ぼす空家等の除却を促進するため、令和４年３月
に連携協定を締結しました。

【参考】 本市におけるその他の連携協定



（５）株式会社 AGE technologiesとの連携
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○空家等の取得の経緯として、相続・贈与が過半数を占める中、相続登記が放置されることで、権利関係が複
雑となり、空家等が放置される要因となっている状況があります。これらの課題を解決に向けて、令和３年４月に
民法等が改正され、令和６年４月１日から相続登記が義務化されることとなりました。これを契機に、相続登
記の加速化を図り、特定空家等の発生抑制と、空家等の利活用を促進する必要があります。
○そこで、「そうぞくドットコム」などの相続手続サービスの企画開発をし、これまで17,000を超える登記に利用さ
れた実績を持つ、株式会社AGE technologiesと連携し、空家等の発生のきっかけである「相続手続」への支
援を行うことで、「空家等の発生抑制」と「空家バンク登録促進」を図るため、令和５年１月に連携協定を締結
しました。

【参考】 本市におけるその他の連携協定

【株式会社AGE technologiesの取組】
①市民向け「不動産登記対策WEBサイト」の提供
②相続手続啓発のためのチラシ等の提供
③オンラインセミナーの実施
④自治体の広報誌掲載記事等の監修

【米原市の取組】
①固定資産課税通知等を活用した

所有者等への周知啓発
②市役所の各種窓口（死亡届、各種名義

変更等）での周知啓発
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〒521－8501 滋賀県米原市米原1016番地
米原市役所 まち整備部 シティセールス課

TEL:0749-53-5140 / FAX:0749-53-5139
E-mail: visit@city.maibara.lg.jp

空家は放置すれば負の遺産 活用すれば地域の宝


